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                     平成26年５月９日  

各   位                                      

                                  会 社 名：                    日新電機株式会社      

                                  代 表 者 名： 代表取締役社長           

                                        小 畑 英 明       

                                             （ｺｰﾄﾞ番号 6641、東証第１部)   

                                            問い合わせ先：法務室長 尾崎 和宏 

                                                       （TEL：075-864-8848） 

 

  定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成26年５月９日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を当社の第156期定時

株主総会（平成26年６月24日開催予定）に決議事項（第２号議案）として付議することを決議しま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

1. 変更の理由 

 

（1）コーポレートガバナンスを拡充すべく新たに社外取締役を選任するため、当社の第156期定時株

主総会の第３号議案(取締役３名選任の件)において、その候補者を提案しており、同議案が 

承認可決され取締役に就任した場合、当社の取締役数が定款第19条（取締役の員数）に定める 

上限の12名に達します。今後の一層の業績向上等に向けた経営体制の拡充やコーポレートガバナ

ンスの拡充などを図るべく、当社取締役の今後の増員を可能にするため、定款第19条に定めた 

取締役員数の上限につき、現在の「12名以内」から「15名以内」に変更するものであります。 

 

（2）社外監査役の要件を満たす適任の人材が多数ではない社会情勢下において、当社の社外取締役

に一層適任の人材を招聘することを今後容易にするため、社外取締役との間で責任限定契約を 

締結することができる旨の規定（変更案第27条）を新設するものであります。 

 

 

2．変更の内容 

 

  変更の内容は次頁の表のとおりであり、下線部分につき第19条を変更し第27条を新設すると 

共に、それに伴い現在の第27条以降の条数を繰り下げるものであります。 

第27条（社外取締役との責任限定契約）の新設につきましては、あらかじめ当社の監査役５名の

各同意を全て得ております。 
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                             （下線部分が変更箇所） 

           現 行 定 款         変 更 案 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第19条（取締役の員数） 

  当会社の取締役は12名以内とする。 

 

第20条～第26条 

（条文省略） 

 

 

 

 

     （  新   設  ） 

 

 

 

 

    

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第27条～第32条 

（条文省略） 

 

第６章 計 算 
 
第 33 条～第 36 条 
（条文省略） 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

第19条（取締役の員数） 

  当会社の取締役は15名以内とする。 

 

第20条～第26条 

（現行どおり） 

 

 

第27条（社外取締役との責任限定契約） 

当会社は、会社法第427条第１項に基づき、

社外取締役との間に、会社法第423条第１項に

規定される賠償責任を限定する契約を締結 

することができる。 

但し、当該契約に基づく賠償責任の上限額

は、法令に規定される最低責任限度額とする。

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

第28条～第33条 

（現行どおり） 

 

第６章 計 算 
 
第 34 条～第 37 条 
（現行どおり） 

 

 

2. 日 程 

   当該定款一部変更を付議する当社の定時株主総会の開催日並びに当該定款一部変更の効力発生

日は、いずれも平成26年６月24日の予定であります。       

 

 

         以   上 


